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本
稿
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
九
電
力
会
社
の
設
立
以
降
、
電
力
企
業
に
お
い
て
減
価
償
却
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
、
ま
た
ど
の

よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
き
た
か
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
図
に
基
づ
い
て
、
特
に
東
京
電
力
、
関
西
電
力
な
ど
の
主
要

電
力
会
社
を
中
心
に
分
析
を
進
め
な
が
ら
、
減
価
償
却
の
基
本
的
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
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な
お
、
す
で
に
戦
前
の
電
力
企
業
が
実
施
し
た
減
価
償
却
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
っ
た
が
、
本
稿
は
そ
の
続
稿
と
な
っ
て
い
る
。

(

1

)

 

拙
稿
「
戦
前
の
電
力
企
業
と
減
価
償
却
て
二
完
」

『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
三
四
巻
一
、
二
号
。

電
力
再
編
成
と
減
価
償
却

わ
が
国
電
力
産
業
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
発
送
電
お
よ
び
九
配
電
会
社
に
よ
る
電
力
国
家
管
理
か
ら
、
連
合
軍
の
「
経
済

民
主
化
」
政
策
を
テ
コ
と
し
て
電
力
再
編
成
が
実
施
さ
れ
た

Q

本
章
で
は
、
電
力
再
編
成
の
結
果
、
新
た
に
誕
生
し
た
九
電
力
企
業
の
も

と
で
、
減
価
償
却
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
を
内
包
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

(1) 

電
力
再
編
成
期
の
電
力
企
業

戦
後
の
減
価
償
却
の
状
況
を
検
討
す
る
に
先
だ
っ
て
、
大
戦
前
後
の
電
力
企
業
の
状
況
に
つ
い
て
、
ま
ず
概
観
し
て
お
こ
、
7
0
第
1
表

は
、
昭
和
一

O
年
か
ら
、
電
力
再
編
成
が
な
さ
れ
る
直
前
の
昭
和
二
五
年
ま
で
の
収
支
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
昭
和
一

O

年
か
ら
一
六
年
ま
で
は
主
要
電
力
会
社
一
ニ
社
の
値
で
あ
り
、
昭
和
一
七
年
か
ら
二
五
年
ま
で
は
日
発
お
よ
び
九
配
電
会
社
の
値
で
あ

る
。
第
1
表
に
よ
る
と
、
昭
和
一
九
年
以
前
に
は
収
入
の
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
支
出
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
一
一

O
年
よ
り
支
出
が
収
入

を
超
過
す
る
と
い
う
況
状
と
な
り
、
収
支
率
が
極
度
に
悪
化
し
て
い
る
。
資
本
利
益
率
に
つ
い
て
も
戦
前
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
の
率
で

あ
っ
た
が
、
昭
和
二

O
年
か
ら
著
し
く
低
下
し
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
戦
後
の
こ
の
低
収
益
率
に
つ
い
て
、
た

「
之
は
主
と
し
て
現
行
電
気
料
金
制
度
の
不
合
理
性
に
依
る
も
の
で
あ

り
、
電
気
料
金
が
電
気
事
業
の
経
営
原
則
か
ら
算
出
さ
れ
ず
政
策
的
に
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
為
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
電
気
料
金
は
当

と
え
ば
三
谷
賢
信
氏
は
、
当
時
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
。



〈単位 100万円〉

B/A I 
く%)I 

電力企業の収支状況第 1表

C/D 
C%) 

10 445 345 100 2，697 77.5 3.7 

11 485 360 125 2，794 74.2 4.4 

12 519 390 129 3，014 75.1 4.2 

13 564 428 136 3，136 75.9 4.3 

14 605 477 128 3，042 78.8 4.2 

15 633 499 134 3，251 78.8 4.1 

16 704 562 142 3，254 79.8 4.3 

17 1，361 1，101 260 7，459 80.9 3.4 

18 1，459 1， 156 303 7，594 79.2 3.9 

19 1，471 1，121 350 7，960 76.2 4.3 

20 1， 521 1，533 A 12 8，130 100.8 A 0.1 

21 4，318 4，334 A 16 10，131 100.4 A 0.1 

22 16，748 16，633 115 21，914 99.3 0.5 

23 60，847 60，834 13 47，687 100.0 0.02 

24 86，355 85，855 500 67，886 99.4 0.7 

25 124，034 123，004 1，030 87，369 99.2 1.1 

完円くよ〉入戸CB)I:I:lI 利CC)~ J使哲学引年
昭九

電
力
企
業
と
減
価
償
却

注(1)昭和10-16年の値は主要12社，昭和17-25年の値は日発および九配電である。

(2)昭和10-16年は三菱経済研究所，昭和17-25年は通産省『毒気事業要覧』による。

『興銀調査月報~ No. 28. 92-95ページより作表。

時
、
物
価
政
策
的
見
地
か
ら
さ
ら
に
後
に
指
摘
す

る
よ
う
に
減
価
償
却
費
が
低
い
水
準
に
あ
り
原
価

が
圧
縮
さ
れ
て
、
低
水
準
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た

第
2
表
に
よ
る
と
、
は
げ
し
い
物
価
騰
貴
の
な
か

で
、
竃
力
原
価
指
数
は
昭
和
一
四
年
度
を
基
準
に

し
て
、
昭
和
一
一
一
年
度
に
は
三
・
五
倍
程
度
の
上

昇
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
状

況
の
な
か
で
、
電
力
企
業
の
収
議
性
は
極
め
て
悪

化
し
て
い
た
。

低
収
益
性
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
電
力
企
業

の
設
備
資
産
は
、
戦
災
ま
た
老
朽
化
に
よ
っ
て
弱

体
化
が
著
し
か
っ
た

Q

こ
の
間
の
実
態
に
つ
い

て
、
ま
ず
戦
災
の
状
況
を
検
討
し
よ
う
。

「
昭
和

十
九
年
末
か
ら
終
戦
ま
で
の
戦
災
に
よ
っ
て
う
け

た
電
気
事
業
設
備
の
う
ち
被
害
の
最
大
な
も
の
は

都
市
周
辺
に
所
在
す
る
火
力
発
電
所
で
、
十
一
ケ

所
設
備
出
力
で
一
四
一
寓
キ
ロ
ワ
ッ
ト
が
戦
災
を

四
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受
け
、
戦
災
直
前
の
可
能
出
力
一
五

O
蔦
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
う
ち
約
四
四
Mm
の
六
六
高
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
失
っ
た
」
と
い
う
。

一
方
、
水
力
発

電
所
の
戦
災
は
軽
微
で
可
能
出
力
は
ほ
と
ん
ど
減
退
し
な
か
っ
た

Q

し
か
し
変
電
設
備
は
、
主
要
変
電
所
が
戦
災
を
受
け
た
ほ
か
都
市
近

傍
の
配
電
用
変
電
所
も
被
害
を
受
け
、
全
出
力
の
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
出
力
減
退
と
な
っ
た

Q

さ
ら
に
配
電
設
備
は
都
市
の
戦
災
に
と

ハ
4
)

も
な
い
焼
失
し
た
も
の
が
多
く
、
戦
災
率
は
固
定
資
産
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
も
達
し
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
設
備
資
産
の
老
朽
化
の
状
況
を
設
備
別
に
み
る
と
、
ま
ず
水
力
発
電
所
で
は
、
第
3
表
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の
経
過
年
数
は

昭
和
二
三
年
現
在
で
建
設
後
一
五
年
以
上
経
過
し
た
も
の
が
出
力
で
約
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
ニ

O
年
以
上
経
過
し
た
も
の
が
出
力
で
三
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
発
電
所
数
で
は
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
「
加
え
て
戦
時
を
通
ず
る
酷
使
と
、
資
金
、
資
財
難
に
よ

る
補
修
改
良
不
足
等
の
た
め
、
事
故
は
頻
発
し
、
相
当
大
規
模
の
補
強
工
作
を
必
要
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
修
理
は
順

調
に
進
捗
せ
ず
能
力
を
充
分
に
発
揮
し
得
な
い
事
態
し
と
な
っ
て
い
た
。

一
方
、
火
力
発
電
所
の
状
況
を
み
る
と
、
水
力
発
電
所
と
同
様

に
二

O
年
以
上
の
発
電
所
が
全
体
の
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
設
備
出
力
で
は
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た

Q

ま
た
同
様
に
「
戦

時
中
の
酷
使
と
、
戦
時
戦
後
を
通
じ
て
資
金
資
材
等
め
不
足
に
よ
る
補
修
改
良
の
不
完
全
に
よ
り
可
能
出
力
に
お
い
て
、
充
分
な
能
力
を

得
ら
れ
な
か
っ
一
日
と
い
う
。
ま
た
、
送
配
電
設
備
の
老
朽
化
、
弱
体
化
も
著
し
か
っ
た
Q

ま
ず
、
変
電
設
舗
の
経
過
年
数
を
日
発
の
主

賃金指数

100 

108 

119 

128 

146 

182 

216 

1，058 

工業部門の内男子の賃

比較

小売弱価
指数

(謀0品:)
100 

116 

117 

121 

128 

143 

197 

1，143 

要
変
圧
器
に
つ
い
て
み
る
と
、
三

O
年
以
上
経
過
し
た
も
の
は
設
備
台
数
で

全
体
の
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
変
圧
器
容
量
で
一
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
て

い
一
勺
配
電
設
備
に
つ
い
て
も
弱
体
化
は
深
刻
な
状
態
に
あ
り
、
戦
前
、
戦

時
に
は
二
ニ

t
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
配
電
損
失
が
、
戦
後
に
は
二
四

1
ニ
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
な
っ
た

Q



日本発送電株式会社電力原価指数と他物価指数との

(昭和14年度の指数を 100とする〉

ユ1総 経費 発電 受電電力原価
卸売物価指数

力量
|石炭(千円〉

(百万キロ)
(銭〉

週間 銅
ワット時

昭和14年度 244，354 17，633 1. 385 100 100 100 100 

15 261，197 18，448 1. 415 102 98 126 102 

16 239，080 18，962 1. 261 91 99 140 109 

17 328，786 24，882 1. 321 95 99 168 111 

18 347，027 25，840 1. 345 97 99 168 111 

19 360，193 24，860 1.448 105 99 168 111 

20 406，078 14，846 2.730 197 168 208 136 

21 1，070，509 21，976 4.780 351 1，293 1，120 740 

第2表

九
電
力
企
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減
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償
却

注(1)総経費t士郎電事業損失，他事業損失及び利益金を含まないものとする。賃金指数は

金を指数とする。

(2)三谷広信『我国電力事業と電源開発』昭和24年.115ページ。

わ
が
国
電
力
企
業
は
、
戦
後
の
は
げ
し
い
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
の
も
と

で
、
大
戦
に
よ
る
設
備
の
老
朽
化
、
弱
体
化
を
克
服
し
、
再
建
を
実
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
過
裡
で
減
価
償
却
の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
と

同
時
に
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
償
却
費
の
低
下
が
重
要
な
問
題
と
し

て
提
起
さ
れ
た
@
例
え
ば
前
述
の
三
谷
氏
は
当
時
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

(1) 水力発電所経過年数 (昭和23年2月現在〉

1 """"，rn::.lRfr 1 nL 11 認可出力|
経 過年数|発電所数% 11 (千K161

第 3表

Fぢ

20年以上 194 50.0 1， 614 34.9 

15 " 52 13.4 774 16.8 

10 " 46 11. 9 633 13.7 

10年未満 96 24.7 1，594 34.6 

計 388 100.0 4，615 100.0 

(2) 火力発電所経過年数 〈昭和23年2月現在〉

経過年数|発電所数I% __1開~I % 

20年以上 22 50.0 1，069 40.3 

15 " 6 13.6 396 14.9 

10 " 7 15.9 867 32.6 

10年未満 9 20.5 329 12.2 

計 44 100.0 2，661 100.0 

注ぐり日発所有発電所のみ(事業用水力の609出，火力96%をし

める〉。

(2) 日発『調査資料』第4号『現代日本産業発達史，電力』

栗原東洋編， 360ベージ。

四
五
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の

1，046，040 3;4 1.7 5.1 5.1 0.47 0.24 77.5 27.7 

1，195，416 3.1 2.3 5.4 4.8 0.49 0.36 72.7 36.4 

1，255，284 5.5 2.9 8.4 6.4 0.72 0.38 71. 0 39.2 

1，350，964 4.6 2.5 7.1 5.5 0.77 0.42 65.7 43.4 

1， 440， 425 3.3 9.5 7.5 0.45 46.2 

2，763，351 14. 3.9 18.2 15.8 0.89i 0.24 71. 2 45.8 

3，359，833 15.4 3.7 19.1 23.1 0.86 0.21 74.8 51. 6 

3，446，320 12.6 3.7 16.3 17.6 0.92 0.27 74.7 52.8 

3，510，072 16.8 4.8 21. 6 22.8 0.27 76.8 53.5 

3，638，162 13.3 4.4 17.7 18.1 0.9 0.32 74.3 65.7 

3，819，773 16.4 6.3 22.7 22.8 
1サ06 0.40 56.7 

4，075，798 15.7 7.5 21. 7 1. 0.51 68. 59.4 

4，279，767 17.5 8.3 25.8 26.7 1.10 0.52 66.7 61. 9 

4，336，439 14.7 8.9 23.6 24.5 1.10 0.67 69.8 64.4 

4，493，899 8.3 10.9 19.2 13.4 1.12 1.46 66.0 

4，815，142 0.0 14.4 14.4 9.1 0.00 3.02 65. 68.3 

5，887，122 4.6 60.9 72.5 

8，994，106 2.3 11. 13. 3.5 20. 9.76 40.6 82.6 

15，335，283 1.2 15.8 3.7 2.31 28.44 89.5 

22，353，360 0.7 11.9 12.6 3.8 1. 56 25.56 28. 92.7 

〈単位 1，000円)

B/訂UUE/G
%1 %1 労

資53計lA/;iB/;iA+すiC/;lA/2i 

四
ノ、

84.5 

86.6 

l

l

l

 

吋
よ
ー
の
白

•• 噌
5
ム

噌

E
E
A

n
G
q
a
 

l
 

n
u
n
U
 

T
ム

F
D

•• 円

'

t

n

h

U

4

4

q

a

 

3W側 91 1. 91 13.61 15.51 

4刊仇吋 201 133l 154 

「負債額」は長期，短期負債の合計額。る。



電

開|号明修繕費|支払利息|喜望|総費用i固定期|負債額
A) 1 (B) 1 (C) 利(p) I (E) 1 (F) 

14上期 3，874 1， 962 5，672 14，759 112，819 811，070 290，126 

下期 4，303 3，157 6，600 13，424 136，378 869，085 435，009 

15上 6，451 3，462 7，539 14，801 117，276 892，225 493，863 

下 6，899 3，744 8，313 13，390 148，832 887，992 586，657 

16上 7，469 4，020 9，138 20，978 120，912 879，835 666，403 

下 17，568 4，898 19，436 41，898 122，642 1，968，869 1，268，577 

17上 21，653 5，303 32，358 46，556 140，053 2，514，624 1，735，702 

下 23，755 7，061 33，336 46，294 188，860 2，576，395 1，821，026 

18上 25，343 7，329 34，238 46，557 150，001 2，698，267 1，879，752 

下 26，357 8，852 35，789 53，595 197，025 2，704，437 1，997，003 

19上 28，236 10，923 39，163 mヤ19.9702，167，058 

下 29，733 14，291 40，998 55， 188， 5711 2， 790， 438 2，421，453 

20上 31，658 14，952 48，157 。180，097 2，858，541 2，651，265 

下 33，527 20，401 55，835 。227，474 3，030，905 2，794，729 

21上 34，968 45，735 56，415 132 419，132 3，121，207 2，969，438 

下 。96，051 60，985 "26，771 667，002 3，171，930 3，292，646 

22上 71，075 176，675 81，581 64，725 1，767，747 3，586，869 4，269，663 

下 74，794 357，114 114，049 01 3， 235， 748 3，657，811 7，431，140 

23上 90，267 1，109，194 260，269 l，428526|| 7，013，252 3，899，209 13，740，744 

下 99，574 1，630，084 533，914 1， 252113， 670， 523 6，375，480 20，733，974 

24 153同 813，792，14411，852，1901245，28仇690，叫&肌坤山8，897

25 1 84問料52， 81612，肌吋 33山914叩~14811忌肌叫1， 302， 145

送発本日第4表

九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

「固定資産額」は建設工事仮勘定，建設準備勘定，特別改修工事勘定を除く値であ
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い
る
。

「
戦
後
の
急
激
な
る
イ
ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
下
に
於
て
は
電
力
事
業
の
如
き
莫
大
な
る
固
定
設
備
を
有
す
る
企
業
は
そ
の
設
備
の
為

に
は
当
然
相
当
量
の
減
価
償
却
額
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
如
き
収
支
率
の
下
に
於
て
は
到
底
そ
れ
に
見
合

ふ
如
き
金
額
を
稔
出
す
る
余
裕
も
無
く
中
略
・
此
の
俸
で
推
移
す
れ
ば
恐
ら
く
毎
年
数
十
億
の
資
本
喰
込
は
必
盃
で
あ
ら
汗
午

以
上
の
主
張
は
、
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
よ
っ
て
減
価
償
却
率
が
低
下
し
、
い
わ
ゆ
る
減
価
償
却
不
足
が
発
宝
し
て
資
本

の
食
い
つ
ぶ
し
が
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
根
拠
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
戦
後
の
減
価
償
却
不
足
お
よ
び
資
本
の
食
い
つ
ぶ
し
の
議
論
を

検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
減
価
償
却
の
状
況
を
、
日
本
発
送
電
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

第
4
表
に
よ
る
と
、
減
価
償
却
費
が
総
費
用
に
占
め
る
割
合
は
、
戦
前
の
昭
和
二
八
年
、

一
七
年
当
時
に
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
で

あ
っ
た
が
、
戦
後
に
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
に
も
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
れ
は
、
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
総

費
用
が
著
し
く
上
昇
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
得
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
出
さ
れ
る
減
価
償
却
費
は
低
い
水
準
に
維
持
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
主
張
は
こ
う
し
た
減
価
償
却
費
が
低
い
水
準
に
す
え
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
減
価
償
却
費
は
固
定
資
産
の
取
得
価
額
を
基
礎
に
算
出
さ
れ
る
た
め
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
と
も
な
い
各
年
度

に
計
上
さ
れ
る
償
却
費
が
毎
年
相
対
的
に
縮
小
し
、
全
耐
周
期
間
に
わ
た
っ
て
固
定
資
産
価
値
を
回
収
し
得
な
い
結
果
じ
な
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
当
時
、
高
寺
貞
男
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

「
固
定
資
産
の
価
値
を
凪
収
す
る
機
能

が
、
減
価
償
却
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
な
く
て
も
、
他
の
会
計
方
法
あ
る
い
は
会
計
以
外
の
過
程
で
行
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
単
純
に
資

〈

m)

本
の
食
い
つ
ぶ
し
が
生
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
。
こ
の
聞
の
状
況
を
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
。

第
4
表
に
よ
る
と
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
減
価
償
却
費
の
額
が
縮
小
す
る
の
に
対
応
し
て
、
修
繕
費
が
逆
に
増
大
し
て
き
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る

Q

総
費
用
に
占
め
る
修
繕
費
の
割
合
は
、
昭
和
二
ハ
年
、

一
七
年
頃
に
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
台
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は



著
し
く
増
大
し
て
一
一
一
一

t
五
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
に
も
上
昇
し
て
い
る
ω

そ
し
て
、
減
価
償
却
費
と
修
繕
費
の
合
計
額
が
総
費
用
に
占
め

る
割
合
は
、
戦
後
で
は
二
ニ

t
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
な
っ
て
い
る
。
戦
後
の
修
繕
費
の
性
格
は
、
太
田
哲
三
教
授
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う

「
戦
災
に
よ
り
破
壊
し
た
設
備
の
復
旧
費
(
こ
れ
を
復
元
費
と
も
呼
ん
だ
)
は
殆
ど
全
部
が
修
繕
費
と
考
え
ら
れ
日
午
電
力
企
業

-)、に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
多
額
な
資
本
的
支
出
が
収
益
的
支
出
と
し
て
の
諺
繕
費
に
計
上
さ
れ
た
。
第
4
表
に
よ
っ
て
、
修
繕
費
の

固
定
資
産
額
に
対
す
る
割
合
を
み
る
と
、
戦
前
は

0
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
戦
後
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
昭
和
二
二
年
に
は
一

O
パ
ー
セ
ン
ト

あ
ま
り
に
、
二
三
年
に
は
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
さ
ら
に
昭
和
ニ
四
年
に
は
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
上
昇
し
て
い
る

d

こ
う
し
た
修
繕
費
の

計
上
は
、
資
本
的
支
出
の
振
替
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
資
本
的
支
出
の
摂
替
に
よ
る
修
繕
費
の
計
上
は
、

特
別
修
繕
費
と
し
て
九
十
九
億
九
千
高
円
が
認
め
ら
れ
た
」
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
当
時
物
価
庁
が
経
費
と
し
て
認
め
た
も
の
は
総
額

の
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
あ
ま
り
で
半
分
以
上
は
所
要
資
金
を
借
入
れ
た
場
合
の
一
定
の
支
払
利
息
を
経
費
と
し
て
計
上
し
た
と
い
う

Q

し
か

「
昭
和
二
三
年
し
反
の
料
金
改
訂
に
際
し
全
電
気
事
業
の
料
金
原
価
の
中
に

し
以
上
の
特
別
修
繕
費
の
計
上
は
、
戦
災
な
ど
に
よ
る
設
備
の
修
繕
に
あ
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
資
本
的
支
出
の
振
替
と
し
て
の
修

繕
費
の
計
上
が
行
政
当
局
さ
え
も
が
認
め
ざ
る
を
え
な
い
一
般
化
し
た
事
態
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
ω

以
上
の
多
額
な
修
繕
費
の
計
上
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
発
生
し
た
減
価
償
却
費
の
縮
小
を
補
足
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
き
ら
に
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
な
構
造
に
か
か
わ
る
次
の
よ
う
な
側
面
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
な

ぃ
。
す
な
わ
ち
、
高
寺
貞
男
教
授
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
の
償
却
不
足
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
戦
後
の
イ

ン
フ
レ

l
シ
ョ
ン
経
済
に
あ
っ
て
、
借
り
る
だ
け
借
り
て
外
部
負
債
を
累
積
さ
せ
た
企
業
、
と
く
に
復
金
融
資
の
対
象
と
な
っ
た
独
占
企

業
は
、
貨
幣
購
買
力
の
低
下
に
と
も
な
う
借
入
金
の
実
質
的
減
少
よ
り
生
ず
る
利
益
、

つ
ま
り
債
務
者
利
潤
を
相
当
巨
額
に
手
に
し
て
い

九
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た
か
ら
、
時
価
償
却
を
資
本
的
支
出
の
収
益
的
支
出
へ
の
振
替
え
で
や
っ
た
あ
と
で
、
な
お
償
却
不
足
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
か

か
る
債
務
者
利
潤
で
補
填
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
独
占
企
業
は
、
債
務
者
利
潤
を
も
う
け
た
ば
か
り
で
は

な
い
。
か
れ
ら
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
過
程
で
イ
ン
プ
レ
ー
ト
し
た
貨
幣
を
も
っ
て
利
子
を
支
払
い
、
実
質
的
な
利
子
負
担
の
減
少
上
り

(
M〉

生
ず
る
利
益
、
い
わ
ば
利
子
補
給
益
を
も
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る

h

電
力
企
業
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
事
例
に
あ
て
は
ま
る
。
電
力

企
業
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
と
も
な
っ
て
債
務
者
と
し
て
の
利
益
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し
た
か
を
第
4
表
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
4
表
に
よ
る
と
、
総
費
用
に
対
す
る
減
価
償
却
費
の
割
合
が
縮
小
し
て
行
く
の
に
と
も
な
っ
て
、
支
払
利
息
の
総
費
用
に
対

す
る
割
合
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
支
払
利
息
が
総
費
用
に
占
め
ろ
割
合
は
、
昭
和
一
七
年
当
時
に
は
二

O
パ
l
セ
ン

ト
前
後
で
あ
っ
た
が
、
ニ
ニ
年
、
二
三
年
に
は
一
ニ

i
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
低
下
し
て
い
る

Q

し
か
も
、

一
方
で
は
負
債
額
(
長
期
、
短
期

負
債
合
計
)
は
、
戦
中
、
戦
後
を
と
お
し
て
増
大
し
て
き
て
い
る

Q

す
な
わ
ち
、
資
産
合
計
に
対
す
る
負
債
額
の
割
合
は
、
昭
和
一
六
年

に
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
八

t
一
九
年
に
は
六

O
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
、
二
二
年

t
二
三
年
に
は
八

O
t九
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
上
昇
し

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
払
利
息
の
総
費
用
に
占
め
る
割
合
は
顕
著
に
低
減
し
て
い
た
。
以
上
の
状
況
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
実
質
的
な
利
子
が
低
下
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
同
様
の
ご
と
が
債
務
の
返
済
に
あ
っ
て
も
生
起
し
て
い
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
減
価
償
却
不
足
さ
ら
に
資
本
の
食
い
つ
ぶ
し
を
根
拠
と
し
て
、
資
産
の
再
評
価

お
よ
び
そ
の
他
の
措
置
の
実
施
が
主
張
さ
れ
た
。
前
述
の
一
ニ
谷
慶
信
氏
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。

「
最
近
の
償
却
年
度
は
平
均

二
ヶ
年
程
度
で
あ
る
が
、
電
気
技
術
の
進
歩
の
速
度
を
考
へ
る
時
、
此
の
程
度
の
償
却
年
限
で
は
我
国
電
気
事
業
は
世
界
的
レ
ベ
ル
か
ら

崩
落
す
る
日
も
近
ぎ
を
憂
慮
さ
れ
、
電
気
料
金
に
於
る
国
際
比
較
生
産
費
の
優
位
を
誇
っ
た
国
柄
も
や
が
て
は
高
額
料
金
に
依
っ
て
代
位



さ
れ
る
で
あ
ら
う
@
故
に
我
々
は
速
や
か
に
此
の
償
却
の
問
題
を
解
決
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
状
態
に
あ
る
。
此
の
解
決
の
為
に
は

先
づ
固
定
資
産
の
評
価
替
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
之
は
他
の
諸
産
業
と
の
関
連
の
為
急
速
な
解
決
は
期
待
し
得
ず
、
結
局
之
に
代
る

他
の
方
法
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
方
法
は
各
種
の
方
法
が
あ
る
が
一
例
と
し
て
特
別
勘
定
を
設
置
し
て
償
却
年
限
、
並
に
償
却
率

を
現
状
に
適
応
せ
し
め
た
基
礎
か
ら
算
出
し
た
設
備
更
新
費
勘
定
を
-
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
市
し
て
之
に
対
す
る
課
税
は
実
施
せ
ず
、

設
備
資
本
の
実
質
的
価
値
の
保
持
に
努
め
る
様
努
力
す
べ
き
で
あ
ら
う
h
以
上
の
主
張
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
減
価
償
却
不
足
の
解

消
の
た
め
に
種
々
の
方
策
が
提
案
さ
れ
、
ま
た
基
本
的
に
は
資
産
の
再
評
価
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
電
力
企
業
に
よ
っ
て
強
く
主
張
さ
れ

た

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
電
力
企
業
の
収
支
悪
化
、
さ
ら
に
減
価
償
却
不

A
が
主
張
さ
れ
る
な
か
で
、
わ
が
国
電
力
企
業
の
再
編
成

が
展
開
さ
れ
た
。
昭
和
一
二
年
三
月
に
は
、
円
本
発
送
電
に
対
す
る
政
府
の
補
給
金
が
う
ち
切
ら
れ
、
さ
ら
に
国
家
総
動
員
法
の
廃
止
に

と
も
な
い
配
電
統
制
令
、
電
力
調
整
令
が
廃
止
さ
れ
、
改
正
電
気
事
業
法
が
施
行
ハ
昭
和
二
一
年
九
月
)
さ
れ
た
。
な
お
、
配
電
統
制
令
の

廃
止
に
と
も
な
い
九
配
電
会
社
は
商
法
上
の
一
般
株
式
会
社
と
な
っ
た
が
、
電
方
管
理
法
お
よ
び
日
本
発
送
電
株
式
会
社
法
は
そ
の
ま
ま

存
続
し
た
。

昭
和
二
ニ
年
に
は
、
連
合
軍
の
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
が
施
行
ハ
昭
和
二
三
年
一
二
月
〉
さ
れ
、
国
民
経
済

の
「
合
理
的
再
編
成
」
、
「
経
済
民
主
化
」
が
意
図
さ
れ
、
そ
の
実
施
機
関
と
し
て
持
株
会
社
整
理
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た

Q

持
株
会
社
整

理
委
員
会
は
、
昭
和
二
三
年
一
一
月
に
第
一
次
二
五
七
社
、
第
二
次
六
入
社
、
計
三
二
五
社
を
、
過
度
に
経
済
力
が
集
中
し
て
い
る
会
社
と

し
て
指
定
し
た
。
日
発
お
よ
び
九
配
電
会
社
は
第
二
次
指
定
会
社
に
合
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
世
界
情
勢
の
変
化
に
と
も
な
う

米
国
の
対
日
政
策
の
転
換
に
と
も
な
い
多
数
の
会
社
が
指
定
解
除
と
な
り
、
結
局
、
集
中
排
除
の
適
用
を
、
つ
け
た
の
は
会
社
数
に
し
て
わ
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ず
か
二
入
社
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
な
か
に
日
発
お
よ
び
九
配
電
会
社
が
含
ま
れ
て
い
た
。

電
力
企
業
を
ど
の
よ
う
に
再
編
成
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
日
発
、
九
配
電
さ
ら
に
日
本
電
気
産
業
労
働
組
合
の
立
場
か
ら
、
計
画
案
が

主
張
さ
れ
た
。
ま
た
、
政
府
は
、
独
自
に
電
気
事
業
民
主
化
委
員
会
を
発
足
(
昭
和
二
三
年
四
月
)
さ
せ
、
基
本
方
針
お
よ
び
具
体
策
を
示

す
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
案
は
実
現
を
み
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
政
府
は
G
H
Q
の
指
示
の
も
と
に
昭
和
二
四
年
八
月
に
通
産
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
電
気
事
業
再
編
成
審
議
会
の
設
置
を

決
定
し
、
審
議
会
は
二
五
年
二
月
に
答
申
を
取
り
ま
と
め
る
に
至
っ
た
。
政
府
は
こ
の
答
申
に
参
考
意
見
と
し
て
添
付
さ
れ
た
松
、
水
安
左

エ
門
会
長
の
電
力
九
、
フ
ロ
ッ
ク
案
に
も
と
づ
い
て
電
気
事
業
再
編
成
法
案
お
よ
び
公
益
事
業
法
案
を
作
成
し
、
国
会
に
提
出
(
昭
和
二
五
年

四
月
)
し
た
が
審
議
未
了
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、

G
H
Q
の
指
示
に
も
と
づ
き
、
と
れ
を
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
に
よ
っ
て
強
行
し
、
電
気
事

業
再
編
成
令
お
よ
び
公
益
事
業
令
を
公
布
し
、
昭
和
二
五
年
二
一
月
よ
り
施
行
し
た
。

電
気
事
業
再
編
成
令
は
、

「
電
気
事
業
の
国
家
管
理
を
廃
止
し
、
発
電
、
送
電
お
よ
び
配
電
を
一
貫
し
て
行
な
う
各
独
立
の
事
業
体
を

確
立
し
て
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
電
気
事
業
の
再
編
成
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
(
第
一
条
)
と
規
定
し
、
日
本
発
送
電
お
よ
び

九
配
電
会
社
の
解
散
、
再
編
成
を
目
的
と
し
た
。
ま
た
公
益
事
業
令
に
も
と
づ
き
公
荏
事
業
委
員
会
が
発
足
し
た
が
、
こ
れ
は
持
株
会
社

整
理
委
員
会
か
ら
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
の
規
定
に
も
と
づ
く
電
気
事
業
の
再
編
成
に
関
す
る
一
切
の
権
限
の
委
任
を
受
け
て
再
編
成

(
げ
〉

を
推
進
し
た
。

な
お
、
電
気
事
業
再
編
成
に
あ
た
っ
て
、
会
計
上
ま
ず
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
出
資
会
社
の
株
式
引
受
比
率
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
ベ

き
か
で
あ
っ
た
⑬
こ
の
「
引
受
比
率
の
決
定
い
か
ん
は
、
新
会
社
の
資
本
構
成
、
新
会
社
発
足
後
に
お
け
る
料
金
政
策
等
、
新
会
社
運
営

上
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
事
項
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
根
本
的
に
は
指
定
会
社
の
株
主
の
新
会
社
に
お
け
る
持
分
を



(昭和26年 5月 1日〉

発 電 設 備
会社名

(百万円)1 (人〉 水 計

箇所 (kW)i 箇所 (kW) 箇所 (kW) 
北海道 330 6，229 50 240，458 6 71，430 56 311，888 

東北 900 15，843 233 808，768 4 8，000 237 816，768 
東京 1，460 29，621 237 1，400，403 9 345，476 246 1，745，879 
中部 750 17，604 220 737，028 6 293，035 226 1，030，063 
北 陸 370 5，896 98 394，221 1 10，000 99 404，221 
関西 1，690 25，861 130 1，130，126 161 1，153，580 146 2，283，706 
中国 540 12，710 85 318，561 14 299，518 99 618，079 
四国 400 6，810 60 208，207 8 80，775 68 288，982 

九州 760 19，052 151 481， 689 25 553，955 176 1，035，644 

注

九電力会社設立当時の状況

|叩01139，吋 M

電気事業連合会編『電気事業10年の絞計』その他，木村弥蔵『電気事業経済~ 115ベー

ジ。

第 5表

計

九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
対
外
的
に
は
電
気
需
用
者
と

株
主
と
の
利
害
の
調
整
、
対
内
的
に
は
指
定
会
社
の
株
主
聞
の
利
害
の
調

整
を
要
す
る
問
題
で
あ
っ
た
」
。

公
益
事
業
委
員
会
は
、

日
発
お
よ
び
九

配
電
か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
も
と
づ
く
意
見
の
提
出
を
う
け
、
昭
和

二
六
年
三
月
に
指
定
会
社
の
引
受
比
率
を
各
々
一
対
一
と
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
各
指
定
会
社
は
現
在
資
本
金
に
対
し
て
等
額
の
新

会
社
の
資
本
金
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
昭

和
二
六
年
五
月
に
日
発
お
よ
び
九
配
電
会
社
が
解
体
さ
れ
、
第
5
表
に
示

す
よ
う
に
新
し
く
全
国
九
地
域
に
発
送
電
を
一
貫
し
て
運
営
す
る
九
電
力

会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
こ
に
東
京
電
力
、
関
西
電
力
を
中
心
に
し
て
九

電
力
独
占
が
誕
生
し
た
。

(2) 

資
産
再
評
価

戦
後
の
電
力
企
業
の
会
計
に
お
い
て
、
ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
周
知
の
資
産
再
評
価
の
実
施
で
あ
る
。
資
産
再
評
価
は
シ
ャ

ウ
プ
勧
告
に
も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
が
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
固
定
資

産
の
再
評
価
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。

五



九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

五
四

「
日
本
に
お
け
る
企
業
が
相
当
以
前
に
取
得
し
た
建
物
、
機
械
、
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
耐
用
年
数
の
長
い
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の

後
行
わ
れ
た
減
価
償
却
額
を
取
得
原
価
か
ら
差
引
い
た
も
の
が
現
在
そ
の
帳
簿
価
格
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
物
価
水
準
は
著
る
し
く

上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
課
税
所
得
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
毎
年
総
売
上
金
額
か
ら
差
引
か
れ
て
い
る
減
価
償
却
額
は
、
単
に
名
目
的
な

過
去
の
古
い
原
価
を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
投
資
の
真
実
の
価
額
を
表
わ
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
算
定
せ
ら
れ
た
利
益
の
相
当
部
分
は
所
得
税
、
法
人
税
に
よ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る

Q

残
余
を
も
っ
て
し
て
は
、
お
そ

ら
く
企
業
に
お
け
る
建
物
、
施
設
お
よ
び
そ
の
他
の
産
業
資
本
を
現
在
の
水
準
で
維
持
す
る
に
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
ろ
う

Q

千
九
百
四
十
年
以
前
に
取
得
さ
れ
た
資
産
に
つ
い
て
行
い
得
る
減
価
償
却
は
現
在
の
貨
幣
価
値
に
徴
し
て
殆
ん
ど
皆
無
に
等
し
い
。
そ

の
後
に
お
け
る
物
価
水
準
は
概
ね
百
倍
な
い
し
二
百
倍
の
上
昇
率
を
示
し
て
い
る
。
実
際
に
お
い
て
、
千
九
宵
四
十
年
以
前
に
取
得
さ
れ

円
加
)

た
資
産
に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却
は
殆
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
」

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
以
上
の
主
旨
に
も
と
づ
き
、
架
空
利
益
へ
の
課
税
を
さ
け
る
こ
と
を
主
眼
に
し
て
資
産
の
再
評
価
を
勧
告
し
た
。

こ
れ
を
、
つ
け
て
、
昭
和
二
五
年
四
月
に
資
産
再
評
価
法
が
施
行
さ
れ
た
。
資
産
再
評
価
法
辻
、
第
一
条
に
お
い
て
、

「
こ
の
法
律
は
、
資

産
の
再
評
価
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
人
及
び
個
人
を
通
じ
て
、
適
正
な
減
価
償
却
を
可
能
に
し
て
企
業
経
理
の
合
理
化
を
図
り
、
資
産

譲
渡
等
の
場
合
に
お
け
る
課
税
上
の
特
例
を
設
け
て
そ
の
負
担
を
適
正
に
し
、
も
っ
て
経
済
の
正
常
な
運
営
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

(
m
4
v
 

す
る
」
と
そ
の
意
義
を
定
め
て
い
る
。

電
力
業
界
で
は
、
再
評
価
は
再
編
成
の
完
了
し
た
昭
和
ニ
六
年
以
降
に
実
施
さ
れ
た

Q

ま
ず
、
第
一
次
再
評
価
で
は
、
東
北
、
東
京
、

中
'
出
、
北
陸
お
よ
び
関
西
の
各
電
力
会
J

仕
が
、
再
評
価
限
度
額
の
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
、
北
海
道
、
中
園
、
四
国
お
よ
び
九
州
の
各
電
力

会
社
は
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
標
に
し
て
昭
和
二
六
年
五
月
一
日
を
基
準
日
と
し
て
再
評
価
を
実
施
し
た
。
再
評
価
対
象
資
産
は
、
有
形



お
よ
び
無
形
の
減
価
償
却
資
産
と
建
設
仮
勘
定
で
、
株
式
お
よ
び
土
地
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
実
施
し
な
か
っ
た
ω

再
評
価
に
あ
た

り
、
日
本
発
送
電
か
ら
承
継
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
の
譲
渡
較
差
金
さ
ら
に
配
電
会
社
の
設
立
に
際
し
て
生
じ
た
統
合
較
差
金
を
ど
の
よ

う
に
処
理
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、
通
産
省
当
局
と
税
務
当
局
と
の
聞
に
討
合
せ
が
行
な
わ
れ
電
力
会
社
資
庭
再
評
価
実
施
要
領
に
お
い

て
そ
の
計
算
方
式
が
詳
細
に
規
定
さ
れ

d
w
九
電
力
会
社
の
第
一
次
再
評
価
差
額
は
二
、
七
二
六
億
円
に
も
達
し
た
。

第
二
次
再
評
価
は
、
第
一
次
に
お
い
て
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
標
に
実
施
し
た
会
社
の
み
が
、
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
標
に
実
施
し
、

例
外
的
に
東
北
電
力
お
よ
び
北
陸
電
力
が
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
に
さ
ら
に
若
干
上
積
み
を
行
な
っ
た
。
こ
の
第
二
次
再
評
価
は
昭
和
二

七
年
四
月
三
回
に
行
な
い
、
再
評
価
差
額
は
一
七
四
億
円
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
各
社
の
主
な
汽
力
発
電
設
備
が
、
昭
和
二
二
年
の
賠
償
工
場
施
設
の
指
定
を
、
つ
け
て
再
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
昭
和
二
七
年
四
月
二
入
日
に
指
定
解
除
と
な
り
、
同
日
付
で
再
評
価
を
実
施
し
た
。
こ
の
賠
償
指
定
闘
係
の
再
評
価
で
は
全
国

で
一
二
四
億
円
の
再
評
価
差
額
が
生
じ
た

Q

電
力
企
業
で
は
、
第
三
次
再
評
価
を
、
電
気
料
金
の
改
訂
お
よ
び
経
理
の
調
整
と
の
関
連
で
昭
和
二
九
年
四
月
一
日
に
実
施
し
た
。
こ

の
際
、
そ
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
諸
法
令
に
つ
い
て
の
税
務
当
局
と
の
諒
解
事
項
お
よ
び
通
産
省
へ
の
承
認
申
請
事
項
が
各

電
力
会
社
宛
に
通
達
さ
れ
、
そ
の
統
一
が
は
か
ら
れ
た

Q

第
三
次
再
評
価
で
は
、
九
電
力
会
社
と
も
土
地
を
除
い
た
減
価
償
却
資
産
の
再

幻
)

評
価
限
度
額
の
九
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
標
に
実
施
し
、
再
評
価
差
益
は
一
、
一
ニ

O
九
億
円
と
な
っ

E
Q

九
電
力
会
祉
の
資
産
再
評
価
の
状
況
を
第
6
表
に
示
す
。
と
れ
に
よ
る
と
、
す
で
に
指
摘
し
た
第
一
次
お
よ
び
第
三
次
の
再
評
価
に
よ

っ
て
多
額
な
資
産
再
評
価
差
額
を
計
上
し
、
再
評
価
積
立
金
を
設
定
し
た
。
再
評
価
積
立
金
は
三
回
の
再
評
価
に
よ
っ
て
四
、
ゴ
一
三
二
億

円
に
も
な
っ
た
。
ま
た
固
定
資
産
額
も
昭
和
二
六
年
度
に
は
ニ
、
七
ニ
六
鰭
円
の
再
評
価
に
よ
っ
て
三
、
六
三
五
億
円
に
も
達
し
、
そ
の

九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

五
五



九電力の再評価積立金の推移
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第 6表

九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

年度

26 272，583 581 272，002 7，200 363，494 
27 29，784 13，270 6，790 288，516 27，300 473， 126 
28 5，763 2，136 282，753 43，030 546，213 
29 130，864 8，385 6，361 405，232 61，445 787，714 
30 2，198 394 403，034 63，630 868，142 
31 2，739 1，076 400，295 76，010 971，838 
32 3，874 1， 838 396，421 96，955 1，125，613 

昭和 l 積竺~ 1 ~ザ額|資相入l 残

-1 -1 
『興銀調査月報~ No. 28， 

14ム1I 丸一向山951

通産省『電源開発の現状~， w公益事業週報J等よりf下表，

69ベージ。

計

注

五
六

後
も
増
加
し
て
昭
和
ニ
九
年
に
は
七
、
八
七
七
億
円
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
再
評
価

積
立
金
の
資
本
組
入
も
積
極
的
に
実
施
さ
れ
て
、
昭
和
三
二
年
度
ま
で
に
一
八
六

億
円
が
資
本
金
に
組
入
れ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
資
本
組
入
を
さ
そ
い
水
と
し
て
、

増
資
が
展
開
さ
れ
、
資
本
金
は
設
立
当
初
の
昭
和
二
六
年
に
は
全
体
で
七
二

O
億

円
で
あ
っ
た
も
の
が
昭
和
三
二
年
度
に
は
九
七

O
億
円
に
増
大
し
た
。

以
上
の
再
評
価
の
目
的
が
、
前
述
の
減
価
償
却
不
足
の
議
論
で
指
摘
さ
れ
て
い

た
償
却
費
の
縮
小
を
是
正
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
昭
和

一
O
年
よ
り
三
二
年
ま
で
の
電
力
企
業
の
減
価
償
却
費
と
営
業
支
出
お
よ
び
固
定

資
産
額
と
の
関
連
を
第
7
表
に
よ
っ
て
み
る
と
、
こ
の
間
の
状
況
が
明
ら
か
に
な

る
。
電
力
企
業
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
は
営
業
支
出
に
占
め
る
減
価
償
却

費
の
割
合
は
一
五

t
二
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
な
っ
て
い
た
が
、
戦
後
の
イ
シ
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
低
下
し
、
昭
和
二
三
年
に
は
一
パ
!
セ
ン
に
も
満
た
な
い
値

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
特
に
昭
和
二
六
年
、
二
九
年
の
再
評
価
に
よ
る
固
定
資
産

額
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
こ
の
割
合
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
に
も
増
大
し
た
。
さ

ら
に
、
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
費
の
割
合
は
、
戦
前
が
複
利
償
却
法
で
償

却
計
算
さ
れ
た
の
に
対
し
て
戦
後
に
は
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
定
額
法
に
よ
る
償

却
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
特
に
資
産
再
評
価
の
実
施
以
降
は
高
い
割
合



(単位 100万円〉

年度昭和 明TF|営務出|時間| A/C 
(%) 

10 56 250 2，109 22.4 2.6 

11 58 266 2，176 21.8 2.6 

12 59 289 2，328 20.4 2.5 

13 70 327 2，398 21.4 2.9 

14 64 368 1，944 17.3 3.2 

15 46 2，063 2.2 

16 45 1，798 I 2.5 

17 124 i 847 5，820 14.6 2.1 

18 142 i 899 5，953 15.7 2.3 

19 154 875 6，236 17.6 2.4 

20 151 1，119 6，265 13.4 2.4 

21 75 3，467 6，864 2.1 1.0 

22 329 15，769 9，353 2.0 3.5 

23 463 55，351 21，754 0.8 2.1 

24 1，722 79，041 34，304 2.1 5.0 

25 1， 651 114，791 53，330 1.4 3.0 

26 8，470 124，983 363，494 6.7 2.3 

27 13，646 166，191 473，126 7.8 2.8 

28 19，270 184，107 576，213 10.4 3.3 

29 26，768 184，200 787，714 14.5 3.3 

30 34，447 212，497 868，142 16.2 3.9 

31 36，227 236，392 971，838 15.3 3.7 

32 37，147 265，170 1，125，614 14.0 3.3 

電力企業の減価償却第7表

九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

注(1)昭和10-16年の催は主要12社，昭和17-25年の値は日発および九記電，昭和26年以

降の値は九電力である。

(2) 昭和10-16年は三菱経済研究所，昭和17-25年は通産省『電気事業要覧~，昭和26年

以降は通産省『電源開発の現状』による。~興銀調査月報~ No. 28. 92-95ページ

より作表。五
七
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五
八

と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、
戦
後
の
資
産
再
評
価
は
、
第
一
義
的
に
は
減
価
償
却
費
の
増
大
に
よ
る
費
用
の
拡
大
、
し
た
が
っ

て
利
益
の
縮
小
表
示
に
よ
っ
て
資
本
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、

一
方
で
は
、
資
産
再

評
価
は
再
評
価
積
立
金
に
対
す
る
課
税
さ
ら
に
再
評
価
積
立
金
の
資
本
絹
入
に
よ
る
配
当
の
増
大
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
乙
の
間

の
一
般
的
な
状
況
に
つ
い
て
片
野
一
郎
教
授
は
、
当
時
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

「
現
在
公
九
五
三
年
二
一
月
)
第
三
次
再
評
価
が
進
行
中
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
再
評
価
を
行
な
っ
た
企
業
の
一
般
的
持
評
価

方
針
は
、
第
一
に
、
再
評
価
格
行
に
と
も
な
う
減
価
償
却
費
の
増
加
か
ら
法
人
税
負
担
の
軽
減
の
程
、
第
二
に
、
再
評
価
積
立
金
に
対
し

て
-
課
せ
ら
れ
る
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
再
評
価
税
の
負
担
、
第
三
に
、
将
来
に
お
け
る
再
評
価
積
立
金
の
資
本
組
入
れ
の
実
施
後
に
お
け
る
配

当
負
担
の
増
大
、
と
い
う
三
つ
の
点
を
考
え
合
わ
せ
て
、
各
自
企
業
に
い
ち
ば
ん
つ
ご
う
の
よ
い
点
に
再
評
価
額
を
決
め
る
や
り
方
で
あ

(
則
的
〉

っ
た
」
。

電
力
企
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
減
価
償
却
費
が
増
大
し
法
人
税
が
軽
減
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
い
ち
は
や

く
昭
和
一
一
六
年
八
月
の
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
償
却
費
の
増
加
分
が
織
込
ま
れ
弘
一
と
い
う
よ
う
に
一
層
の
内
部
留
保
を
促
進
し
た
。
し
か

一
方
で
は
、
例
え
ば
昭
和
一
一
六
年
五
月
で
は
再
評
価
額
九
社
合
計
で
二
、
七
一
一
五
億
円
に
対
し
て
二
回

O
億
円
の
課
税
を
受
け
た
と

しい
う
。
し
た
が
っ
て
、
資
産
再
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
、
例
え
ば
電
力
再
編
成
の
過
程
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
松
永
安
定
エ
門
氏
の

よ
う
に
、
企
業
資
本
の
充
実
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
再
評
価
に
よ
っ
て
、
資
産
の
実
質
が
異
な
る
も
の
で
な
い
た
め
、
む
し
ろ
電
力

〈
幻
)

企
業
で
は
定
率
法
の
採
用
に
よ
っ
て
企
業
資
産
の
充
実
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
の
「
経
済
の
民
主
化
」
の
一
環
と
し
て
わ
が
国
企
業
へ
の
近
代
会
計
学
の
導
入
、
す
な
わ
ち
減
価
償
却
制
度
の



導
入
の
た
め
に
は
、
固
定
資
産
価
額
の
拡
大
と
い
う
資
産
再
評
価
は
不
可
避
で
あ
っ
た

Q

ま
た
、
資
産
再
評
価
は
、
再
評
価
積
立
金
の
資

本
組
入
に
と
も
な
う
無
償
、
有
償
抱
合
せ
の
新
株
式
の
発
行
に
よ
っ
て
株
式
ブ
l
ム
を
創
出
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

こ
の
過
程
で
証
券
市
場
を
整
備
し
、
独
占
資
本
の
資
本
調
達
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
電
力
企
業
の
資
産
再
評
価
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
、
次
の
よ
う
な
過
去
の
償
却
不
足
額
の
切
り
す
で
に
つ
い
て
検
討
し

て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
資
産
再
評
価
法
で
は
再
評
価
隈
度
額
を
、
物
価
指
数
と
定
率
法
に
よ
る
残
存
率
に
も
と
づ
い

て
決
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
電
力
企
業
で
は
、
日
発
お
よ
び
九
配
電
の
統
合
以
来
、
複
利
法
じ
よ
っ
て
償
却
を
実
施
し
て
お
り
、
後
に
検

討
す
る
よ
う
に
戦
後
は
定
額
法
に
よ
っ
て
償
却
を
行
な
っ
た

Q

ま
た
定
率
法
が
採
用
さ
れ
た
の
は
再
評
価
前
の
わ
ず
か
一
、
二
期
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
再
評
価
時
ま
で
の
再
評
価
額
の
計
算
上
の
定
率
法
に
よ
る
償
却
累
計
額
と
、
電
力
企
業
が
行
っ
て
き
た
複
利

法
ま
た
定
額
法
に
よ
る
実
際
の
償
却
累
計
額
に
、
物
価
指
数
を
乗
じ
た
額
に
は
差
額
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
電
力
企
業
の

よ
う
に
一
。
。
パ
ー
セ
ン
ト
ち
か
い
再
評
価
を
実
施
し
て
も
、
償
却
基
礎
価
額
が
小
さ
く
な
り
、
こ
の
額
だ
け
永
久
に
回
収
さ
れ
な
い
償

(

国

品

〉

〔

泊

)

却
不
足
額
と
し
て
切
り
す
て
ら
れ
る
と
い
う

Q

こ
の
償
却
不
足
額
は
通
産
省
の
試
算
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る

Q
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九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

ノ、。

ま
た
、
こ
の
償
却
不
足
額
は
電
気
事
業
連
合
会
が
料
金
制
度
調
査
会
に
提
出
し
た
試
算
で
は
三
、
五
二
三
億
円
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
こ
の
電
力
企
業
の
償
却
不
足
が
、
そ
の
後
の
電
気
料
金
の
値
上
げ
の
た
め
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
た

Q

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
減
価
償
却
不
是
の
発
生
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
資
本
の
食
い

つ
ぶ
し
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
樺
め
て
政
策
的
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。
減
価
償
却
不
足
の
論
理
は
、
企
業
資
本
の
全
体
的
な
運
動

を
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
減
価
償
却
計
算
の
算
術
的
な
構
造
の
側
面
か
ら
の
み
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
資
本

的
支
出
の
収
益
的
支
出
へ
の
振
替
、
ま
た
債
務
者
利
得
な
ど
の
実
現
に
よ
っ
て
、
単
純
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
と
も
な
い
減
価

償
却
不
足
が
発
生
し
て
資
本
が
食
い
つ
ぶ
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
た
っ
て
、
再
評
価
に
か
か
わ
る
償

却
不
足
の
切
り
す
て
の
議
論
を
考
え
る
と
、
こ
の
償
却
不

A
は
各
々
の
企
業
に
よ
る
償
却
方
法
の
相
異
に
よ
っ
て
当
然
に
生
起
す
る
資
産

再
評
価
自
体
に
内
包
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
料
金
に
算
入
す
べ
き
根
拠
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
償
却
不
足
を
糾
金
原
価
に
算

入
す
る
な
ら
ば
、
過
去
の
需
要
者
が
負
担
す
べ
き
費
用
を
、
将
来
の
需
要
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
需
要
者
間
に
不
公
平
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
に
な
る

Q

電
力
企
業
の
再
編
成
と
と
も
に
展
開
さ
れ
た
以
上
の
資
産
再
評
価
は
、
そ
の
後
の
電
力
企
業
の
減
価
償
却
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な
基

礎
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
戦
後
の
電
力
企
u
議
の
資
本
蓄
積
に
と
っ
て
減
価
償
却
が
具
体
的
に
は
た
し
た
役
割
を
分
析
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
戦
後
の
減
価
償
却
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

ハ
2
)

二
一
後
康
信
『
我
国
電
力
事
業
と
電
源
開
発
』
昭
和
二
四
年
、
一
一
一
二
ペ
ー
ジ
@

(

3

)

(

4

)

『
電
気
事
業
再
編
成
史
』
電
気
事
業
再
編
成
史
刊
行
会
、
一

O
四
ペ
ー
ジ
。

(

5

)

前
掲
『
電
気
事
業
再
編
成
史
』
一

O
五
ペ
ー
ジ
。

(

6

)

前
掲
『
電
気
事
業
再
編
成
夫
』
一

O
六
ペ
ー
ジ
。



(
7
X
8
)

前
掲
『
電
気
事
業
再
編
成
史
』

(
9
〉
コ
一
谷
、
前
掲
書
、
一
二
ハ
ペ

i
ジ。

ハ
叩
〉
高
生
寸
貞
男
稿
、
木
村
和
三
郎
他
監
修
『
現
代
経
蛍
会
計
講
座
、
第
3
巻
、
財
務
会
計
論
』

(
日
〉
太
田
哲
一
二
『
固
定
資
産
会
計
』
一
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
。

〈
ロ
〉
(
臼
)
『
日
本
発
送
電
社
史
|
業
務
編
』
日
本
発
送
電
株
式
会
社
解
散
記
念
事
業
委
員
会
、

(

U

)

高
寺
貞
男
稿
、
木
村
他
監
修
、
前
掲
書
、
一
九
三
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
一
ニ
谷
、
前
掲
書
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
前
掲
『
日
本
発
送
電
社
史
i
業
務
編
』
一
一
三
ペ
ー
ジ
。

(
げ
)
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
栗
原
東
洋
編
『
現
代
日
本
産
業
発
達
史
、
電
力
』
第
四
編
第
一
章
、
『
電
気
事
業
再
編
成
史
』
電
気
事
業
再
編

成
史
刊
行
会
お
よ
び
安
藤
陽
「
戦
後
の
電
力
再
編
成
と
電
源
開
発
株
式
会
社
の
設
立
」
『
立
教
経
済
学
論
叢
』
第
九
号
な
ど
に
詳
し
い
。

(
国
)
若
林
茂
倍
、
斎
藤
進
吋
電
気
事
業
会
計
』
五
六
九
ペ
ー
ジ
。

〈
四
)
株
式
交
付
率
は
、
-
対
一
と
さ
れ
た
が
、
日
発
に
対
し
て
は
特
別
交
付
金
と
し
て
一
株
当
り
三
二
円
が
交
付
さ
れ
た
(
前
掲
『
日
本
発
送
電
社

史

l
業
務
一
編
!
』
一
一
六

t
一
一
九
ペ
ー
ジ
)
。

(
却
)
『
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
、

E
巻
』
一
九
四
九
、
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

(
幻
)
若
林
、
斎
藤
、
前
掲
書
、
五
八
一
ペ
ー
ジ
。

ハ
明
以
)
詳
し
く
は
、
若
林
、
斎
藤
、
前
掲
書
、
第
八
章
三
節
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
固
定
資
産
再
評
価
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
『
中
部
電
力
四
年
史
』
中
部
電
力
凶
年
史
編
集
委
員
会
、
二
五
九

t
二
六

0
ペ
ー
ジ
お
よ
び
若
林
、
斎
藤
、
前
掲
書
、
五
九
三
ペ
ー
ジ
@

〈
斜
)
片
野
一
郎
町
貨
幣
価
値
変
動
会
計
』
七
六
六
ペ
ー
ジ
@

(
お
)
前
掲
『
中
部
電
力
叩
年
史
』
二
六
一
ペ
ー
ジ
お
よ
び
前
掲
『
日
本
発
送
電
社
史
!
業
務
編
』
一
四
七
ペ
ー
ジ
。

(
M
C
松
永
安
左
エ
門
『
電
力
再
編
成
の
億
い
出
』
八
一
ペ
ー
ジ

Q

(
幻
)
松
永
、
前
掲
書
、
八

0
1八
一
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
若
林
、
斎
藤
、
前
掲
書
、
五
九
二

1
五
九
四
ペ
ー
ジ
。

(
m
u
)

以
上
の
減
価
償
却
不
足
に
加
え
て
、
電
力
事
業
で
は
、
設
備
資
産
の
取
得
時
期
を
日
発
、
九
配
電
会
社
に
統
合
さ
れ
た
時
期
と
し
た
た
め
、
再

評
価
後
の
残
存
定
率
法
に
よ
る
償
却
計
算
に
お
い
て
、
実
際
の
耐
周
年
数
が
尽
き
る
際
に
ま
だ
償
却
を
完
了
し
得
な
い
と
い
う
償
却
不
足
の
問
題
が

起
き
た
。
詳
し
く
は
、
「
電
力
会
社
経
理
面
の
特
徴
と
問
題
点
」
『
興
銀
調
査
月
報
』
日
本
興
業
銀
行
調
査
部
、
二
八
号
、
七
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ

}
O七
ペ
ー
ジ
。

一
八
九
ペ
ー
ジ
。

一
一
四
ペ
ー
ジ
。
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ノ、



九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

」ノ、

れ
た
い
。

(
初
)
前
掲
『
興
銀
調
査
月
報
』
二
八
号
、
七
九
ペ
ー
ジ
。

(
間
以
〉
『
電
気
事
業
の
現
状
と
電
力
再
編
成
日
年
の
経
緯
、
電
力
白
書
』

〈
昭
和
三
六
年
版
)
、
通
商
産
業
省
公
益
事
業
局
、
一
二
七
五
ペ
ー
ジ
。

減
価
償
却
の
規
定

戦
後
の
減
価
償
却
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
電
力
企
業
の
減
価
償
却
を
規
定
し
た
電
気
事
業
会
計
規
則
お
よ
び
法
人
税
法
な
ど

に
お
け
る
減
価
償
却
の
規
定
を
検
討
し
て
お
こ
っ
。

わ
が
国
の
戦
時
経
済
を
支
え
る
た
め
の
一
環
と
し
て
昭
和
一
七
年
に
制
定
さ
れ
た
会
社
固
定
資
産
償
却
規
則
は
、
終
戦
後
、
会
社
経
理

統
制
令
の
寵
止
に
と
も
な
い
廃
止
さ
れ
た
@
し
か
し
、
こ
こ
に
定
め
ら
れ
た
償
却
方
法
は
昭
和
二
二
年
λ
月
に
法
人
税
法
施
行
細
則
の
一

部
改
正
に
よ
っ
て
減
価
償
却
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
実
務
を
規
定
し
て
い
た
。

昭
和
二
一
一
年
の
法
人
税
法
施
行
細
則
で
は
電
気
事
業
の
減
価
償
却
に
つ
い
て
、
償
却
方
法
は
一
般
事
業
者
と
同
様
に
定
率
法
に
よ
る
こ

と
を
認
め
、
耐
周
年
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
対
山

水
力
発
電
-
設
備

四
五
年

火
力
発
電
設
備

二
五
年

送
電
設
備

鉄
柱
ま
た
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
も
の

四
五
年

木
柱
の
も
の

二
五
年

変
電
設
備

四

O
年



配
電
設
備

ニ
O
年

需
用
者
屋
内
設
備

二
五
年

た
だ
し
、
各
設
備
の
う
ち
建
物
、
備
品
は
別
に
各
事
業
に
共
通
す
る
耐
周
年
数
に
よ
る

ω

こ
の
法
人
税
法
上
の
取
扱
は
、
た
ん
に
税
法
上
の
損
金
算
入
の
限
度
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
会
社
固
定
資
産
償
却

規
則
の
よ
う
に
こ
れ
に
よ
っ
て
償
却
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
監
督
官
庁
で
あ
る
商
工
省

電
力
局
は
「
減
価
償
却
計
上
に
関
す
る
件
」

示
し
た
。
通
牒
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
一
官
昭
和
二
一
一
年
八
月
の
「
法
人
税
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
ひ
、
減
価
償
却
に
関
し
課
税
上

(
昭
和
二
二
年
九
月
)
と
い
う
通
牒
に
よ
っ
て
、
電
気
事
業
者
の
減
価
償
却
に
関
す
る
基
準
を

損
金
と
し
て
取
扱
は
れ
る
範
囲
を
規
定
さ
れ
た
が
、
電
気
事
業
と
し
て
は
嚢
に
四
月
電
気
料
金
の
改
訂
に
際
し
て
直
線
法
に
依
る
固
定
資

産
の
減
価
償
却
金
額
を
、
電
力
原
価
基
準
に
算
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
直
線
法
に
依
る
金
額
迄
は
、
償
却
を
実
施
す
る
や

う
に
せ
ら
れ
た
い
。
(
改
行
)

但
し
電
気
事
業
の
経
理
上
、
減
価
償
却
は
可
及
的
速
か
に
償
却
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
実
情
に
鑑
み
、
収

支
に
余
裕
あ
り
直
線
法
に
よ
り
算
定
す
る
と
き
は
課
税
上
損
金
扱
ひ
と
な
る
金
額
が
残
る
場
合
は
、
今
次
の
改
正
に
よ
る
細
則
の
限
度
迄

計
上
し
て
も
差
支
へ
な
く
そ
の
場
合
は
予
め
当
局
へ
連
絡
せ
ら
れ
た
い
」
。
す
な
わ
ち
、
商
工
省
電
力
局
と
し
て
は
、
直
線
法
(
定
額
法
)

に
よ
る
償
却
を
原
則
と
な
が
ら
も
、
法
人
税
法
上
の
損
金
算
入
限
度
で
あ
る
定
率
法
に
よ
る
償
却
額
ま
で
の
額
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
二
六
年
五
月
に
公
益
事
業
委
員
会
規
則
と
し
て
電
気
事
業
会
計
規
則
が
改
正
さ
れ
、
電
気
事
業
の
減
価
償
却
の
方
法
に

つ
い
て
法
的
規
制
を
設
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
二
六
年
の
電
気
事
業
会
計
規
則
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た

Q

「
電
気
事
業
設
備

の
減
価
償
却
は
、
そ
の
使
用
開
始
の
月
を
始
期
と
し
、
定
額
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
第
五
条
二
項
)
。

「
委
員
会
は
、
事

業
の
円
滑
な
遂
行
を
は
か
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
電
気
事
業
設
備
の
減
価
償
却
の
方
法
又
は
額
に
つ
い
て
、
必
要

九
電
力
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業
と
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ノ、

四

な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
〈
同
条
三
項
V
電
気
事
業
会
計
規
則
で
は
減
価
償
却
の
方
法
と
し
て
は
定
額
法
が
原
則
と
さ
れ
た
が
、

実
際
上
は
同
条
三
墳
の
規
定
が
発
動
さ
れ
て
公
益
事
業
委
員
会
が
認
め
た
場
合
に
は
定
率
法
に
よ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の

規
定
は
強
制
償
却
の
規
定
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
耐
用
年
数
、
残
存
価
額
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
規
定
さ
れ
ず
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
法
人
税
法
上
の
取
扱
に
し
た
が
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
い
鳩
山

さ
ら
に
付
言
す
る
と
、
昭
和
二
六
年
の
会
計
規
則
に
お
い
て
、
渇
水
準
備
引
当
金
の
強
制
引
当
を
定
め
る
に
至
っ
た
。

「
電
気
事
業
者

は
、
豊
水
に
よ
り
、
特
に
そ
の
収
益
が
増
加
し
、
又
は
特
に
そ
の
費
用
が
減
少
し
た
と
き
は
、
渇
水
準
備
引
当
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
ハ
第
一
五
条
)
。

」
の
引
当
金
は
、

「
委
員
会
の
許
可
を
得
た
場
合
を
除
き
、

渇
水
に
よ
り
特
に
増
加
し
た
費
用
以
外
の
費
用
に
充

て
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
同
条
二
項
〉
と
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
戦
後
の
電
力
企
業
が
利
用
し
た
様
々
な
政
策

的
な
引
当
金
の
計
上
に
と
っ
て
の
出
発
点
と
な
っ
た

Q

と
こ
ろ
で
、
戦
後
、
再
び
公
益
事
業
令
に
よ
っ
て
電
気
料
金
は
認
可
制
を
採
用
し
、
料
金
算
定
の
基
準
を
公
益
事
業
委
員
会
規
則
で
定

め
た
。
昭
和
二
六
年
六
月
の
電
気
の
料
金
算
定
基
準
で
は
減
価
償
却
費
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

「
減
価
償
却
費
は
、
電
気
事
業

設
備
の
評
価
額
に
対
し
、
定
額
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
基
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
電
気
事
業
会
計
規
則
第
五
条
第
一
一
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
益
事
業
委
員
会
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
」
(
第
四
条
マ
す
な
わ
ち
、
料
金
算
定
の
基

準
に
お
い
て
も
定
率
法
に
よ
る
道
が
開
か
れ
て
い
た

Q

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
み
る
と
、
当
時
、
は
げ
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
の
物
価
政
策
の
見
地
か
ら
、
電
気
料
金
の
算
定

(
お
)

に
あ
た
っ
て
は
定
額
法
を
一
耐
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
企
業
資
本
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
、
定
率
法
の

採
用
の
道
が
聞
か
れ
た

Q

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
電
力
再
編
成
の
過
程
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
元
東
邦
電
力
社
長
で
あ
っ
た
前
述



の
松
永
安
左
エ
門
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
定
率
法
の
採
用
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

「
料
金
算
定
基

準
、
会
計
規
則
で
は
定
額
法
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
、
但
書
で
『
委
員
会
の
特
別
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
』

と
の
定
率
決
算
採
用
の
余
地
を
残
し
た
が
、
こ
れ
も
妥
協
の
所
産
で
あ
る
。

つ
ま
り
経
費
の
節
約
や
豊
水
に
恵
ま
れ
た
場
合
な
ど
で
、
定

額
以
上
の
決
算
が
で
き
る
場
合
は
定
率
と
す
る
こ
と
も
認
め
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
取
替
法
を
加
え
た
修
繕
費
で

あ
る
程
度
資
産
的
な
も
の
も
経
費
と
し
て
支
出
す
る
道
を
講
じ
た
が
、
い
ず
れ
も
姑
息
な
が
ら
も
電
気
事
業
の
健
全
化
を
意
図
し
た
も
の

ハ
幻
〉

で
あ
る
L
Q

す
な
わ
ち
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
の
た
め
に
電
気
料
金
の
高
騰
を
お
さ
え
る
こ
と
を
意
図
し
定
額
法
を
原
則
と
し
な

が
ら
も
、
実
質
的
に
は
電
力
企
業
の
蓄
積
を
推
進
す
る
た
め
に
定
率
法
の
探
用
の
道
を
確
保
し
た
と
い
う
。
こ
の
会
計
規
則
お
よ
び
料
金

算
定
基
準
の
規
定
は
、
そ
の
後
、
電
力
企
業
が
減
価
償
却
を
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
政
策
的
、
弾
力
的
に
定
額
法
と
定
率
法
を
使
い

わ
け
る
た
め
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。
な
お
、
定
率
法
採
用
の
条
項
の
挿
入
は
、

〈
お
)

た
」
も
の
で
あ
っ
て
、
会
計
学
者
が
企
業
資
本
の
充
実
に
政
策
的
な
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
を
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

「
横
浜
国
立
大
学
の
黒
沢
教
授
の
意
見
を
採
り
入
れ

昭
和
二
九
年
四
月
に
改
正
施
行
さ
れ
た
電
気
事
業
会
計
規
則
で
は
、
減
価
償
却
の
方
法
等
の
規
定
は
削
除
さ
れ
て
減
価
償
却
額
の
配
付

方
法
に
つ
い
て
の
み
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
別
途
の
通
牒
と
し
て
電
気
事
業
固
定
資
産
減
価
償
却
実
施
要
領
に
よ
っ
て
減
価
償
却
を
行
う

場
合
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
@
こ
の
通
牒
に
一
不
さ
れ
た
基
準
は
、
当
時
に
な
っ
て
完
備
さ
れ
た
減
価
償
却
に
つ
い
て
の
税
法
の
取
扱
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
ω

こ
の
実
施
要
領
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
法
人
税
法
関
係
の
規
定
を
要
約
し
た
も
の
で
後
に
検
討
す
る
現

行
の
も
の
と
基
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
そ
の
後
、
昭
和
三
七
年
四
月
の
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
と
も
な
い
周
知
の
「
毎
決
算
期
ニ
相
当
ノ
償
却
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
要
ス
」

ハ
第
二
八
五
条
三
)
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
、
電
気
事
業
も
こ
の
規
定
に
従
っ
て
毎
決
算
期
ご
と
に
減
価
償
却
を
実
施
し

九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

ハ五



九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

年〉

気電
水力発電設備 35 45 27 25 22 

火力発電設備 20 25 25 18 15 
事

送 電 設 備 鉄柱
35 45 

業設備
25 

木柱 20 25 

変電設備 30 40 26 22 

機械装世の耐周年数 1撞iト2喧業割短交産，別縮業時的用局S 
戦状前態の通常

経済の発厳骨陣陣空洞込革新機寄中jを開加実機心内5械分放部ににに短経備約対官装置ポ応保縮え1 移
に復す

に，を即機中応心械し み械 し

般望延る産た時約め業mー2 
て装を心 充
置約 にに約置2 短 て

の沿革 ， 局産割 2割短縮縮 割中
用 5
長

第 8表電気事業設備資産の耐周年数の推移 (単位

|昨改正 122年改正|管α8i)[36年改正 [3昨改正改正年〈昭和〉

注(1)昭和26年の改正では，電気事業固定資産については電力再編成との関係で，従前の

耐周年数が使用され， 28年に改正された。

(2) ~昭和41年度の税制改正に関する答申及びその審議の内容と経過の説明~ (税制調

査会，昭和40年12月) 106ベージおよび「減価償却資産の耐用年数等に関する省令

(別表第二)Jより作表。

六
六

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
瞭
に
定
め
ら
れ
た
。

電
気
事
業
の
会
計
は
、
今
日
で
は
基
本
的
に
は
法
人
税
法
の
規
定

に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る

Q

こ
う
し
た
事
情
は
、
減
価
償
却
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る

Q

電
力
企
業
の
減
価
償
却
の
規
定
を
検
討
す
る

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
中
心
的
な
内
容
の
一
つ
で
あ
る
税
法
の
耐
周
年

数
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う

Q

法
人
税
法
上
の
電
気
事
業
の
設
備
資
産
の
耐
用
年
数
の
変
遷
を
、

機
械
装
置
の
一
般
的
な
耐
用
年
数
の
変
遷
と
の
関
連
で
第
8
表
に
示

す
。
機
械
装
置
の
耐
周
年
数
の
規
定
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に

戦
後
の
昭
和
二
二
年
の
改
正
で
、
戦
時
経
済
体
制
で
の
短
期
償
却
か

ら
戦
後
の
通
常
の
状
況
に
復
帰
さ
せ
て
、

一
般
産
業
用
二

O
パ
I
セ

ン
ト
、
時
局
産
業
用
に
つ
い
て
約
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
延
長
が
な
さ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
六
年
に
は
「
固
定
資
産
の
耐
周
年
数
等

に
関
す
る
省
令
」
に
よ
っ
て
、
経
済
の
発
展
に
即
応
す
る
こ
と
を
根

拠
に
機
械
装
置
を
中
心
に
約
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
短
縮
が
実
施
さ
れ

た
。
と
こ
ろ
が
、
電
気
事
業
関
係
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
電
力

再
編
成
と
の
か
か
わ
り
で
若
干
お
く
れ
て
昭
和
二
八
年
に
改
正
さ
れ



た
。
昭
和
二
八
年
の
改
正
で
は
、
特
に
水
力
発
電
設
備
、
変
電
設
備
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
三
六
年
に
は
技
術
革
新
に
と
も
な
う
陳
腐
化
を
根
拠
に
機
械
装
置
を
中
心
に
約
三

C
パ
ー
セ
ン
ト
の
短
縮
が
実
施
さ
れ

た
が
、
電
力
事
業
で
は
、
こ
の
際
に
は
、
火
力
発
電
設
備
が
約
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
も
短
縮
さ
れ
た

Q

さ
ら
に
、
昭
和
三
九
年
の
開
放
経
清

体
制
へ
の
移
行
に
対
応
し
た
内
部
留
保
の
充
実
に
対
処
し
た
短
縮
で
は
機
械
装
置
を
中
心
に
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
短
縮
が
実
施
さ
れ
た

第9表

。~ 5 2，071 (20.7) 

5 ~ 10 132 (7.0) 1，978 (19.8) 

水 10 ~ 15 35 (1. 8) 280 (2.8) 

カ
15 ~ 20 104 (5.5) 1， 021 (10.2) 

20 ~ 25 192 (10.2) 1，653 (16.5) 
発 25 ~ 30 103 (5.4) 534 (5.3) 

電 30 ~ 35 315 (16.7) 1，439 (14.4) 

設
35 ~ 40 445 (23.6) 1，198 (12.0) 

40 ~ 45 225 (11.9) 426 (4.2) 
備 45 ~ 50 147 (7.8) 368 (3.6) 

50年以上 75 (3.9) 68 (0.6) 
メ口与 計 1，880 (100.0) 9，963 (100.0) 

o ~ 5 45 (28.1) 6，123 (57.5) 

火 5 ~ 10 26 (16.2) 1， 549 (14. 5) 

力 10 - 15 3 (1. 8) 133 (1.2) 

発 15 - 20 5 (3.1) 218 (2.0) 

電 20 ~ 25 38 (23.7) 1， 369 (12.8) 

設 25 ~ 30 18 (11. 2) 591 (5.5) 

備 30年以上 25 (15.6) 650 (6.1) 
Z日』 計 160 (100.0) 10，636 (100.0) 

九電力の経過年数別発電設備

〈昭和35年度末〉

|銘板出力
千kVA(%) 経過年数|ユニット数 ω設備|九

電
力
企
業
と
減
価
償
却

電

主主(1)建設後機滋を更新して出カに増減がある場合も運転開始から

の経過年数とし，増設した場合は運転開始時の出力とした。

(2)譲受分で経過年数不明のものは譲渡のときからの年数とし

た。

(3) W電気事業10年の統計H 昭和37年〉遇産省公益事業局，

気事業連合会共編， 96-97ベージより作表。

が
、
電
力
事
業
に
つ
い
て

も
、
平
均
的
な
短
縮
率
を

実
現
し
た
。
以
上
の
戦
後

実
施
さ
れ
た
政
策
的
な
設

備
資
産
の
耐
周
年
数
の
短

縮
に
よ
っ
て
電
力
企
業
で

は
、
そ
の
中
心
的
な
設
備

資
産
で
あ
る
水
力
発
電
設

備
お
よ
び
火
力
発
電
設
備

は
、
昭
和
二
二
年
当
時
の

水
準
に
対
し
て
概
ね
半
分

に
短
縮
さ
れ
て
き
た
。
昭

和
三
九
年
の
改
正
以
降
、

六
七



九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

六
八

機
械
装
置
に
つ
い
て
は
大
幅
な
改
正
は
実
施
さ
れ
ず
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
電
力
企
業
の
設
備
資
産
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
、
発
電
設
備
の
経
過
年
数
別
の
状
況
を
昭
和
三
五
年
度
末
に
つ
い
て
検

討
し
よ
う

G

第
9
表
に
よ
っ
て
、
ま
ず
水
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
み
る
と
、
す
で
に
指
摘
し
た
第
8
表
よ
り
明
ら
か
な
よ
う

ι水
力
発
電

設
備
の
税
法
の
耐
周
年
数
は
従
来
二
七
年
で
、
昭
和
三
六
年
よ
り
二
五
年
に
短
縮
さ
れ
た
が
、
経
過
年
数
一
二

O
年
以
上
の
設
備
は
ユ
ニ
ッ

ト
数
で
一
、
二

O
七
設
舗
で
全
体
の
六
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
出
力
で
三
、
四
九
九
千
同
〈
〉
で
全
体
の
三
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
も
占

め
て
い
る
。
ま
た
、
火
力
発
電
設
備
は
、
戦
後
、
大
型
の
火
力
発
電
設
備
を
中
心
に
建
設
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
水
力
発
電
設
備

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
昭
和
三
五
年
ま
で
の
耐
用
年
数
で
あ
る
二
五
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
は
ユ
ニ
ッ
ト
数
で
四
三
設
備
で
全
体
の
二
六

-
入
パ
ー
セ
ン
ト
、
出
力
で
は
一
、
ニ
四
一
千
同
〈
〉
で
全
体
の
一
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
昭
和
三
六
以
降
の
耐
周
年
数

一
八
年
し
た
が
っ
て
第
9
表
で
は
二

O
年
を
超
え
る
も
の
は
ユ
ニ
ッ
ト
数
で
八
一
設
備
で
全
体
の
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
出
力
で
一
一
、
六
一

。
千
国
内
〈
〉
全
体
の
二
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
も
占
め
る

Q

こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、
税
法
の
耐
用
年
数
は
、
電
力
企
業
が
実
際

に
発
電
設
備
を
使
用
す
る
期
間
と
は
異
な
っ
て
著
し
く
短
い
も
の
で
あ
っ
て
、
昭
和
三
五
年
当
時
の
実
際
の
使
用
期
間
は
、
概
ね
昭
和
二

二
年
改
正
の
耐
用
年
数
す
な
わ
ち
水
力
発
電
設
備
四
五
年
、
火
力
発
電
設
備
二
五
年
と
考
え
て
差
し
っ
か
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
以
上
の
状
況
は
、
第
8
表
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
耐
用
年
数
が
実
際
の
使
用
期
間
に
基
礎
を
お
い
た
も
の
で
は
な
く
、

も
っ
ぱ
ら
産
業
政
策
の
見
地
か
ら
短
縮
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
当
然
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
状
況
は
今
日
に
お
い
て
も
変
る
も
の
で
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

電
力
企
業
の
会
計
実
務
は
、
会
計
実
務
が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
法
人
税
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
、

税
法
の
減
価
償
却
に
つ
い
て
全
般
的
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
税
法
で
は
、
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
定
額
法
お
よ
び
定
率
法
に
よ
っ
て
、



残
存
価
額
を
取
得
価
額
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
償
却
が
規
定
さ
れ
て
い
る
(
法
人
税
法
施
行
令
第
四
八
条
Y
な
お
、
こ
の
一

O
パ
l
セ
ン

ト
の
残
存
価
額
は
、
残
存
価
額
と
い
う
よ
り
償
却
率
算
定
の
目
安
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
実
際
の
償
却
は
残
存
価
額
を
超
え
て
、
取
得
価

額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
償
却
で
き
る
(
施
行
令
第
六
一
条
一
〉

Q

ま

耐
周
年
数
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
、
第
叩
表
に
示
す
よ
う
に
水

力
発
電
設
備
二
二
年
、
火
力
発
電
設
備
(
汽
力
、
内
燃
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
)

九
年
改
正
以
来
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

一
五
年
と
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
指
摘
し
た
昭
和

さ
ら
に
、
以
上
の
方
法
に
よ
る
減
価
償
却
に
加
え
て
、
取
替
法
が
適
用
さ
れ
る
。
税
法
で
は
、
多
量
に
同
一
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ

税法の耐周年数

|細 目|耐用年数

||  

ll  
汽力発電設備 I I 
皇室幸福はガスタービンI I 
送電又は電気事業用変電 1需要者用計器

若しくは配電設備 |柱上変圧器

その他の設備

22 

第10表

設備の種類

電気事業用水力電設備

20 

E
d
o
o
η
'
u
 

噌

i

T
ム

の

4

15 

15 

その他の水力発電設備

九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

れ
る
減
価
償
却
資
産
で
、
毎
事
業
年
度
ご
と
に
使
用
に
耐
え
な
く
な
る
資
産
の
一
部
が

注「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第二)J

ほ
ほ
向
数
旦
一
旦
ず
つ
取
替
え
ら
れ
る
資
産
に
つ
い
て
、
取
替
法
に
よ
る
償
却
計
算
を
認
め

て
い
る
。
電
気
事
業
に
関
し
て
次
の
も
の
を
取
替
資
産
と
定
め
て
い
る
。
送
電
設
備
に

属
す
る
構
築
物
の
う
ち
木
柱
、
が
い
子
、
送
電
線
、
地
線
な
ど
。
配
電
設
備
に
属
す
る

構
築
物
の
う
ち
木
柱
、
配
電
線
、
引
込
線
な
ど
。
配
電
設
備
に
属
す
る
機
械
お
よ
び
装

置
の
う
ち
計
器
、
柱
上
変
圧
器
、
保
安
開
閉
装
置
、
電
力
用
蓄
電
器
、

屋
内
配
線
(
施

行
規
則
第
一

O
条)。

税
法
の
取
替
法
に
よ
る
償
却
限
度
額
の
計
算
は
、
取
替
資
産
の
取

得
価
額
の
五

C
パ
ー
セ
ン
ト
に
遣
す
る
ま
で
は
定
額
法
ま
た
は
定
率
法
に
よ
っ
て
計
算

し
た
金
額
と
、
他
方
そ
の
取
替
資
産
が
使
用
に
耐
え
な
く
な
っ
た
た
め
に
そ
の
事
業
年

度
に
種
類
品
質
を
同
じ
く
す
る
新
た
な
資
産
と
取
り
替
え
、
損
金
経
理
し
た
場
合
の
金

額
と
の
合
計
額
と
す
る
〈
施
行
令
第
四
九
条
一
)
。
す
な
わ
ち
、
取
替
資
産
自
体
の
償
却
費

ノ、

九



九
電
力
企
業
と
減
価
償
却

七。

(
取
得
価
額
の
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
ま
で
)
と
取
替
費
と
の
合
計
額
を
も
っ
て
各
事
業
年
度
の
償
却
限
度
額
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

取
替
法
に
よ
る
減
価
償
却
計
算
に
よ
る
と
、
取
替
費
が
継
続
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
高
騰
し
、
そ
の
額
が
拡
大
し
て
い
く

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
の
帳
簿
価
額
は
、
取
待
時
の
玉

O
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
減
額
さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
そ
の
価
額
が
長
期
間
に
わ
た
っ

て
耐
用
年
数
の
経
過
後
も
継
続
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
的
支
出
を
収
益
的
支
出
に
振
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
を
拡
大
し
、
簿
外

資
産
を
構
成
す
る
。

わ
が
国
税
法
で
は
、
以
上
の
い
わ
ゆ
る
普
通
償
却
に
」
加
え
て
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
っ
て
特
別
償
却
、
割
増
償
却
を
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
特
別
償
却
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
特
に
昭
和
四

0
年
代
の
電
力
企
業
の
高
蓄
積
期
に
は
多
額
に
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
時

期
に
は
、

電
力
企
業
で
は
企
業
の
合
理
化
の
促
進
を
政
策
的
な
目
的
と
し
た
合
理
化
機
械
等
の
特
別
償
却
(
租
税
特
別
措
置
法
四
三
条
)
が

大
幅
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
税
法
で
定
め
る
合
理
化
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
に
、
普
通
償
却
限
度
額
に
加
え
て
、
特
別
償
却
限

度
額
(
当
該
合
理
化
機
械
等
の
取
得
価
額
に
一
定
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
)
ま
で
の
償
却
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た

Q

今
日
に
お
い

て
は
、
低
経
済
成
長
の
も
と
で
特
別
償
却
の
利
用
は
相
対
的
に
縮
小
し
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
第
日
表
に
示
す
よ
う
に
、
特
定
設
備
等

の
特
別
償
却
(
措
法
第
四
三
条
)
を
中
心
に
特
別
償
却
が
実
施
さ
れ
て
い
る

Q

な
か
で
も
原
子
力
発
電
工
事
、
公
害
防
止
設
備
に
つ
い
て
の

特
別
償
却
が
多
額
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
以
上
の
減
価
償
却
の
規
定

ι加
え
て
、
固
定
資
産
会
計
に
お
い
て
重
要
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
圧
縮
記
帳
の
規
定
が
あ
る

Q

特
に
電
力
企
業
で
は
、
企
業
が
事
業
に
必
要
な
施
設
を
設
け
る
た
め
に
受
益
者
(
利
用
者
)
か
ら
、
金
銭
ま
た
は
資
材
の
交
付
を
受
け
て

固
定
資
産
を
取
得
し
た
場
合
に
、
そ
の
価
額
に
相
当
す
ろ
金
額
を
圧
縮
限
度
額
と
し
て
固
定
資
産
価
額
を
減
額
(
圧
縮
)
す
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
(
工
事
負
担
金
等
で
取
得
し
た
固
定
資
産
の
圧
縮
記
帳
、

法
人
税
法
第
四
五
条
)
。

圧
縮
記
帳
は
受
贈
益
を
圧
縮
損
で
相
殺
し
、
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租移く税特別特別償措却実置施法額に基の推づ 23，023 1，802 131 70，808 48，512 35，788 

内訳原子力発電工事 8，110 -1 32，613; 23，113 19，766 
公害防止設備 9，949 1，381 -1 36，321 23，773 13，586 
新築貸家住宅 728 104 842 274 151 

地中配電設備 275 18 235 45 

地中送電設備 3，335 237 

電子計算 機 62 154 277 508 

国産 1 号機 630 

そ 。〉 他 626 13 13 1，030 1，777 

53 52 51 I 49 I 50 I 48 
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注『電気事業の現状』昭和54年版〈昭和48年度~昭和53年度〉遺産省資源エネノレギー庁公益

事業部監修， 196ページ。

一
方
、
固
定
資
産
価
額
を
減
額
す
る
も
の
で
あ
り
、
利
益
を
縮
小
し
含
み
資

産
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
京
電
力
の
昭
和
五
五
年
三
月
決
算
に
つ
い

て
み
る
と
、
エ
事
負
担
金
等
の
受
入
に
よ
る
圧
縮
記
帳
額
は
、
電
気
事
業
国

定
資
産
に
つ
い
て
八

O
O億
円
に
も
達
し
、
固
定
資
産
の
価
額
が
そ
の
分
だ

け
縮
小
表
示
さ
れ
て
い
る

Q

こ
の
圧
縮
額
は
、
電
気
事
業
固
定
資
産
の
表
示

取
得
価
額
全
体
(
五
、

一
O
七
億
円
)
の
一
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
当
る

金
額
で
あ
る
。
ま
た
帳
簿
価
額
に
対
し
て
は
二
一
一
了
。
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
当

〈必〉る
uさ

ら
に
、
電
力
事
業
に
つ
い
て
の
減
価
償
却
の
規
定
を
分
析
す
る
に
あ
た

っ
て
、
減
価
償
却
の
政
策
的
な
実
施
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て

き
た
引
当
金
の
規
定
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
こ
う
。

電
力
企
業
で
は
、
戦
前
よ
り
電
力
事
業
に
特
有
な
引
当
金
と
し
て
河
川
の

流
量
の
減
少
に
よ
り
収
益
の
減
少
ま
た
は
費
用
の
増
加
に
そ
な
え
る
と
い
7

名
目
で
渇
水
準
備
引
当
金
が
計
上
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に

昭
和
二
六
年
の
電
気
事
業
会
計
規
則
に
お
い
て
強
制
引
当
を
規
定
し
た
。
税

法
に
お
い
て
も
租
税
特
別
措
置
法
に
お
い
て
渇
水
準
備
金
の
繰
入
を
損
金
算

入
に
認
め
て
い
る
(
措
法
第
五
七
条
二
)
。

ま
た
、

従
業
員
の
退
職
金
の
支
給

七
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七

に
そ
な
え
る
と
い
う
名
目
で
退
職
給
与
引
当
金
が
規
定
さ
れ
て
い
る
(
法
人
税
法
第
五
五
条
V

退
職
給
与
引
当
金
の
累
積
限
度
額
は
、

従

来
、
全
従
業
員
が
退
職
し
た
場
合
に
必
要
な
支
給
組
合
計
の
五

C
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
額

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
英
大
な
額
が
累
積
限
度
額
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
貸
倒
引
当

金
(
法
人
税
法
第
五
二
条
)
、
価
格
変
動
準
備
金
(
措
法
第
五
三
条
)
な
ど
の
様
々
な
引
当
金
、
準
備
金
が
規
定
さ
れ
て
い
る
@
電
力
事
業
で

は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
以
上
の
引
当
金
、
準
備
金
の
政
策
的
、
弾
力
的
な
利
用
に
よ
っ
て
会
計
政
策
を
展
開
し
て
き
て
い
る

Q

(
m
M
X
お
)
若
林
茂
信
、
斎
藤
進
『
電
気
事
業
会
計
』
三
八
七
ペ
ー
ジ
。

(
誕
)
(
お
)
若
林
、
斎
藤
、
前
掲
書
、
コ
一
八
八
ペ
ー
ジ
@

(
お
〉
松
、
氷
山
女
左
エ
門
『
電
力
再
編
成
の
憶
い
出
』
七
七

i
八
0
ペ
ー
ジ

Q

(
幻
〉
松
永
、
前
掲
書
、
八
四
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
松
永
、
前
掲
書
、
八

0
ペ
ー
ジ
。

ハ
羽
)
取
替
法
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
わ
が
国
私
鉄
企
業
と
減
価
償
却
(
二
〉
」
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
三

O
巻
四
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
紛
)
圧
縮
記
帳
の
機
能
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
減
価
償
却
と
圧
縮
記
帳
」
(
市
川
深
編
著
『
税
務
会
計
』
一
一
二
一
一

t
一
三
七
ペ
ー
ジ
〉
を
参
照
さ
れ
た

(

4

)

 

東
京
電
力
株
式
会
社
『
有
価
証
券
報
告
書
』
(
第
五
六
期
〉
。

(
未
完
〉

(
付
記
)

本
稿
は
文
部
省
科
学
研
究
費
〔
総
合
研
究
A
〕
補
助
金
に
基
つ
く
研
究
報
告
の
一
部
で
あ
る
。


